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会社概要

会社名

所在地

代表取締役社長

設立年月日

事業内容

資本金

売上高

社員数

森ビル株式会社

東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー

辻 慎吾

1959年6月2日

総合デベロッパー

1,020億円

4,111億円（2026年3月期 連結）

1,680名
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プロジェクトの多くは
東京・港区に位置

【森ビルの戦略エリア】
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主なプロジェクト



高層化によって地上に大きな
オープンスペースを創出して
自然と共生する環境を実現

【 Vertical Garden Cityのイメージ】

住む、働く、学ぶ、遊ぶ、交流する、憩う。
人の営みのすべてが徒歩圏内でつながり、
多様な都市機能を立体的・重層的に集積した

理想の「コンパクトシティ」
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Vertical Garden City
立体緑園都市

目指す都市の理想像



都市を創り、都市を育む
建物を建てるだけでは都市になりえない。

都市に暮らす人々の営みを支え、都市に広がる無限の可能性に挑戦する。
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企業理念



開発・計画事業 設計事業 タウンマネジメント事業 オフィス事業 住宅事業

商業事業 文化・芸術事業 ウェルネス事業 ホテル事業 管理・運営事業

海外事業 ゴルフ・リゾート事業 コンサルティング事業

一気通貫で担う森ビルの都市づくり
全てが森ビルの事業領域
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事業内容
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「都市を創り、都市を育む」

開発計画・設計・施工 まち全体の管理・運営

総合建設会社 専門工事会社

設計事務所 各種メーカー

警備会社 清掃会社

内装工事会社

設備会社

システム会社イベント会社

などなど

  多種多様な業種の企業と共に「まちづくり」を行っている。
  より良い「まちづくり」を実現するパートナーとして、その関係性は長期に及ぶ。

「まちづくり」には、パートナーとの共存共栄が不可欠

主な取引先企業



＜具体的な取組例＞
 ① 価格協議に応じる旨の文書送付
 ② 自動更新契約における決裁ルールの改訂
 ③ 取引適正化へ向けた社内啓蒙
 ④ 森ビル サステナブル調達ガイドラインの啓発

互いにとって利益のある、持続可能な関係性を目指し、
これからも取引適正化の推進を図っていく。

人々が快適に活動できる「まち」を保ち続けるため、
多種多様な企業との継続的なパートナーシップ構築は、

森ビルがかねてより重視してきた基盤。
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パートナーシップ構築に向けた取組



取組① 価格協議に応じる旨の文書送付

 毎年、必要であれば取引価格の協議に応じる旨の文書を
送付※1,2

 要請があれば都度協議に応じている
 日頃からコミュニケーションを取り、取引に関する要請
をしやすい雰囲気を作る

【送付文書（例）】

※1 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の取り組み事例を参考にした取り組み
※2 資本金が3億円以下または従業員が300人以下の委託先に限る

安全で快適な「まち」の運営の礎となるビルメンテナンス
（設備、警備、清掃、保守など）の契約は、長期に渡って
自動更新されるものが多い。
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取組② 自動更新契約における決裁ルールの改訂

 更新時にも決裁の取得を必要としているが、
さらに受注者に取引価格について確認したこと
を決裁事項として記載するようルール化※3

 決裁システムのトップ画面で注意喚起すること
により、確認漏れを防ぐ

自動更新条項がある契約においては、
契約時の単価のまま継続的に契約が続くと
適切な価格転嫁がなされない可能性がある。

（記載例）
取引価格については、〇年〇月〇日 見積書を取得して確認済。
取引価格については、〇年〇月〇日 〇〇様にメールにて確認済。

※3  資本金が3億円以下または従業員が300人以下の委託先に限る
【森ビルの決裁システムでの注意喚起】
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【独占禁止法・取適法による要請】



取組③ 取引適正化へ向けた社内啓蒙

取適法遵守に向けた取組事例

 取適法対象取引では業務開始前の発注書面の
交付、支払い期限までの現金支払いを実施

 取適法対象取引の判定フローチャートを独自に
作成し、判定業務を効率化

 社内手続きの遅延防止のため、アラートメール※4

を発信
 電子契約や電子請求書を積極的に導入し、発注・

支払い業務を迅速化

【取適法対象取引 判定フローチャート（一部抜粋）】【取適法対象取引の社内手続きアラートメール（例）】

※一部システムのみ
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取組③ 取引適正化へ向けた社内啓蒙

社内報などによる社内啓蒙

 適正な取引に向けた社会的要請について全社的に理解を深めるため、定期的に社内報に
啓蒙記事を掲載

 管理職研修や各種説明会でも周知を実施

【取適法 社内啓蒙記事（例）】 【パートナーシップ構築宣言 説明会資料（例）】
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取組④ 森ビル サステナブル調達ガイドラインの啓発

「サステナブル調達ガイドライン」に基づく取引先調査

サプライチェーン全体で持続可能な取引を推進するため
「サステナブル調達ガイドライン」を策定、周知。

取引が多い企業の取り組み状況を確認するため
アンケート調査やヒアリング調査を実施。

継続的な対話を通じて、実態の把握と取引先の
抱える課題をキャッチアップ。

課題の解決に向けて協力・支援
（例）CO2排出量の算定に向けた勉強会の開催

【サステナブル調達ガイドライン】
（2022年制定・一部抜粋）
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排出量を算定していない取引先に声がけ。
排出量算定の重要性についての講義・
Scope1・2算定のワークショップを実施。

CO2排出量の算定に向けた勉強会

今年度算定したい（2社）

来年度算定したい（7社）

未定（7社）

【参加企業のアンケート結果】

【勉強会の様子】

取引先調査を通じた各社コメント 抜粋
・社内の方向性が明確になり、いいきっかけになった。

・サステナビリティの取り組みについて、詳しく説明
してもらいよく理解できた。

・時代の流れとして大切なテーマであると認識したので、
取り組みを推進させていきたい。

・調査をきっかけに、社内意識が変わった。
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取組④ 森ビル サステナブル調達ガイドラインの啓発



取組④ 森ビル サステナブル調達ガイドラインの啓発

Scope3の算出方法として総排出量配分方式を採用

森ビルのScope3
排出量

A社と森ビルの取引額
A社の売上高

×A社

B社
＝

…

＝

B社と森ビルの取引額
B社の売上高

× ＝

取引先のCO2排出量を、自社との取引額割合に応じて配分し、Scope3を算定する方式
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取引先各社が
CO2排出量を削減

森ビルのCO2排出量にも反映
サプライチェーン全体でのインセンティブ創出



森ビルは、
「都市を創り、都市を育む」という理念のもと、
パートナーとなる皆さまと信頼関係を築きながら、

持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。
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